
内資の会
社であって
容易に入
札へ参加
し、落 札
できていた
ところが、
外国資本
が入ること
によって、
一転して
難しくなる
というよう
なことがあ
り得ます。
法 制 度
上、外 国
の資本が
入っている
からといっ
て差別的に扱うことは認められていないです
が、実際のところ入札においてその審査基
準で定めていたり、またどこの資本が入って
いるのかということを審査で考慮したりする場
合があります。また、日本企業にとっては入
札談合で公正取引委員会から痛い目に合わ
された企業もたくさんあり、談合に対して非
常にセンシティブです。しかし、中国企業で
はそうした意識が希薄であることが多く、例
えば官庁や国有企業自身が調整を行ってい
たり、外部の会社が調整役となって入札案
件を取り仕切っていたり、社内に競合他社
の相談担当がいたりすることがあります。こ
の問題は、事業の死活問題ですので、一旦
M&Aによって資本関係を構成した後に、そ
ういったいい加減なやり方は許さないとする
のか、目をつむるのかなど悩ましい問題が生
じることがあります。（次号に続く）

川崎貴聖氏　われわれも過去のM&A案
件で中国企業の態度が急に威圧的に変
わったり、事前に話していたスケジューリング
を無視されたり、ということは何度も経験して
おります。日系企業側に揺さぶりをかけ、無
理難題をふっかけ、そこからできるだけ有利
な条件を引き出すという中国式交渉術です
ね。初めて目の当たりにする日系企業様は大
変驚いておられました。

基本的
な対処とし
ては、まず
交渉期間
に余裕を
持たせるこ
とです。日
本本社か
らタイトな
期間での
交渉を求
められて焦
り、中国側
にその焦り
が伝わり
ますと、交
渉期限ぎ
りぎりでと
んでもない

売却価格に吊り上げてきたり、売却しないとの
脅しをかけてきたりします。担当者が手ぶらで
帰れないと睨んでの仕掛けですね。また、無
理なものはきちんと伝え、曖昧にしないことで
す。曖昧な返事をしてしまうとそこを突いてきた
り、反論してこないのをいいことにさらに強気な
条件を提示してきたり、ということもあります。そ
のほかにも他の交渉先を必ず検討しておく、交
渉破談も想定しておくなど、オプションを多めに
持っておくことが重要です。
ところで前回、中国企業のデューデリジェンス

（事前調査）の話が出ましたが、中国のM&A
案件特有の問題にはどのようなものがあります
か？
中川裕茂氏　法務的な観点からのデューデリ
ジェンスを行う際、弁護士サイドで発見する典
型的な問題点がいくつかあります。まず1つ目
が関連会社間取引の問題です。これは経済的
な意味や理由もなく、商流に関連会社が介在
しているということがよくあるという問題です。例
えば、原材料や部品の仕入れ取引、製品の
販売取引において、直接販売する相手が実際
の取引先や需要者ではなく、まずその中国企
業の関連会社、これは中国企業の株主の支配
する会社であるとか、董事長や総経理などの
役員個人が関係する会社を一旦経由するとい
うことがよくあります。そして、これらの会社が当
事者としての売買差益を取得したり、コミッショ

ンを取得していたりすることがよくあります。その
ような状況で何の変革もせずに日本の企業が
出資をすると、出資をした後の株主に対する利
益配当に対してもマイナスの影響がありますし、
最終的な商品やサービスの価格にも影響が出
てきて競争力を失うことになります。
もう1つが販売員による不正行為です。例え
ば、政府に対する贈賄というのはもちろん分か
りやすい問題ですけれども、それ以外にでも
取引の慣行や常識に合致しないような行為が
販売員によって行われているというのがあります
ね。例えば、メーカーでいえば購買部の従業
員による不正行為は典型的ですし、また業種
でいえば医薬品や医療機器などでの病院や
医師個人に対する不正な利益供与があります｡
日本では民間人に対する贈賄については、刑
法上犯罪を構成することはありませんが、中国
では民間企業同士の取引であっても、取引に
絡んで簿外で利益を供与すれば贈賄罪が成
立し、また利益を収受すれば収賄罪が成立し、
刑事罰が科されることがあります。法務デュー
デリジェンスの中では、対象会社の販売員の
行為において、こういった不正行為の有無を確
認することになります。
川崎氏　法務デューデリジェンスでこうした不
正行為を正確に洗い出せるのでしょうか？
中川氏　実際のところ、これらは基本的にヒヤ
リングでもって確認するしかないために、残念
ですがデューデリジェンスの中での正確な確認
は困難です。結局買収した後に、蓋を開けて
みてそういった不正行為が行われているという
ことが発見されることもあります。
このほか、販売先が国家プロジェクトに関
わる場合や国有企業に対する納品のケースで
は、入札が行われていることがありますが、買
収によって、これらの入札案件への参加が難し
くなるのではないかとの懸念が生じる場合があ
ります。つまり買収前の状態であれば、完全に
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